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遺言執行者選任申立書の作成

チェックリスト（遺言執行者選任の申立て）

□ 申立先

→遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

→参考サイト（裁判所・各地の裁判所）

http://www.courts.go.jp/map.html

□ 誰が

→相続人、受遺者・相続債権者などの利害関係人

□ 遺言執行者選任申立書

→参考サイト（裁判所・申立書 記入例）

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_18.html

□ 遺言書 1通につき収入印紙 800 円

→郵便局等

□ 郵便切手

→申立てを行う家庭裁判所へ確認

□ 遺言者の戸籍除籍謄本

→市役所等

□ 遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票

→市役所等

□ 申立人の利害関係を証する戸籍謄本等

→市役所等

□ 遺言書の写し

※但し、審理のため必要な場合は、追加書類の提出を求められることがあります。


